
緑の保全・創造の必要性、目標設定、重点取組等

横浜の環境（大気・水質・緑）

【資料６】

横浜市における大気・水質・緑の経年変化を見ると、大気質や河川の水質などは、環境基準をクリアするレベルまで改善していますが、緑については人口の増加にあわせ、依然として減少傾向にあります。

１



緑の機能（「横浜市水と緑の基本計画」で位置づけた水と緑の多面的な機能） ２



緑の必要性①

２ ヒートアイランド現象の緩和と緑１ 水の循環と緑

・樹林地や農地といった、緑のある地表面は、

降った雨が地面に浸透するなどの、保水・遊水

機能を持っています。

・このような緑の保水・遊水機能により、平常時

における河川水量の確保だけではなく 大雨時

・市域の気温の高い都心部や北東部と気温が低い大規

模緑地のある郊外部の平均気温を比べると最大で1.9℃
の差があります。

・横浜市の平均気温は100年間で約2.6℃上昇していま

すが 都市化の影響の少ない中小都市の年平均気温が

３

における河川水量の確保だけではなく、大雨時

には、河川に流出する水量を抑制する効果が

あります。

すが、都市化の影響の少ない中小都市の年平均気温が

約1℃上昇していることから、差の1.6℃は横浜市のヒー

トアイランド現象により生じていると考えられます。

(%)

・植物は、晴れた日に葉から盛んに水分を蒸発し、空気

中に水蒸気を供給します。また、水分が水蒸気になると

きに、周りの熱を奪うため、周囲の気温が下がります。

主な都市における蒸発散面積率と郊外気温との差

横浜●

・このような緑の蒸散作用などにより、まとまった緑は島

状に冷気が集まる「クールアイランド」を形成するという

効果があります。

・東京の例で街中が33℃に達したのに対し、樹林に囲ま

れたところは約25℃であった調査結果もあります。

・都市における緑地等の蒸発散面が全体の30％
以上になると、都心部と郊外部との温度差が概

ね一定となります。

・緑化していない屋上の表面は60℃まで上昇し

ます。この熱は建物のコンクリートに蓄えられ、

夜でも気温が下がりにくくなります。

・緑化した場合は、芝生表面では40℃程度まで

しか上がらず、建物本体でもほとんど温度変化

がなくなります。

横浜●



緑の必要性②

４ 自然とのふれあい３ 市民活動の場

４

環境意識向上のための体験自然環境や都市景観など地域の特性に応

緑の環境は環境活動に取り組む市民が集い

活動の機会と場を広げる緑

じたまちづくりを市民自らが愛着を持って行う

ことにより、横浜は豊かな生活環境のある快

適で暮らしやすい都市を目指します。

現在、市民参加による水・緑環境に関する

様々な活動が行われており、環境に関する

活動への参加経験も約60％となっていること

から、市民の環境活動に関する関心は高い

ことが伺えます。

自然とのふれあいや農体験を通じて自然のしくみや、人と自然の関係を見つめなおす気づ

きや発見が期待できます。

こどもの成長には実体験が不

可欠であると云われています。

四季折々に変化し多様な生物

の生息する自然環境や農地は

実体験の場となります。

緑の環境は環境活動に取り組む市民が集い

つながる機会と場を提供します。

樹林地や公園、水辺を市民とともに保全・管

理・活用していくため、新規整備や再整備、イベ

ントなど様々な機会を捉えて、「森づくりボラン

ティア団体」や「市民の森愛護会」、「公園愛護

会」、「水辺愛護会」等の市民活動団体の結成

に取り組みます。

楽しさのある緑の環境

緑で囲まれ、親水性や魅力ある水・

緑環境は スポ ツなどの健康づく

次世代を担うこどもたちの実体験の場

【体験学習の場】

都市における身近な緑は生物

の生息域や自然界における物

質循環、植物によるCO2の吸収・

固定などを体験学習する場とな

ります。

緑環境は、スポーツなどの健康づく

りや、休日を楽しむレクリエーション

など、生活の楽しみを広げます。

【市民創発の場】

横浜市ではさまざまな市民活動

を市民自らが生み出しており、新

たな市民活動が生まれる場として

も、緑の環境は重要な役割を担っ

ています。



緑の必要性③（横浜の緑の特徴）

１ 大都市でありながら、身近にある緑 ２ 魅力ある緑

５

源流域の緑 谷戸と里山 市街地に残る斜面緑地

豊かな水・緑の環境は歴史的建造物や先進的な都市景観とともに横浜の特徴であり最大の

魅力となっています。

魅力ある水と緑の環境は横浜が活力に満ち、暮らしやすく就業しやすい魅力ある都市として

際立つためにも主要な要素となります。

本市は360万市民を擁する大都市であ

りながら、市民生活の身近な場所に樹林

地や農地、公園、せせらぎなど、変化に

富んだ豊かな水・緑環境を有しています。

河川の源流域には、「緑の七大拠点」

があり、鶴見川や境川の中流域には「河

川沿いのまとまりのある農地・樹林地の

拠点」があります。

これらの樹林地、農地の緑は、市域面

積の約25％に相当する市街化調整区域

を中心に、市街化区域に入り込むように

散在しているのが特徴となっています。

うるおいのある河川 街並みの美観を高める並木 河川沿いに広がる田園風景

図 横浜の地形図 主な河川と緑

【郊外部のまとまった樹林地と農地】

横浜は大都市でありながら、緑の七大拠点など、郊外

部にまとまった緑があります。

【変化のある地形】

低地、台地、丘陵、山地、河川が横浜の特徴的

な地形と風土をつくっています。

彩りのある公園 みなとと緑 市街地の中の公園



緑の必要性④（ 「緑に関する市民意識」【平成19年度 市民意識調査（速報）より】 ）

１ 生活意識

（１）暮らしやすいと感じていること （２）今後の周辺の環境で重視すること （３）心配ごと

６

 
Ｑ５　あなたは、今のお住まいの周辺の環境で、暮らしやすいと感じていることは

何ですか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （いくつでも）
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交通・通勤などの便利さ
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飲食やショッピングの便利さ

近所づきあいのしやすさ

まちなみなど景観のよさ

 
Ｑ６　今後のお住まいを考えた場合、周辺の環境で特に重視するのはどのような

ことですか。                                                          （３つまで）
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交通・通勤などの便利さ
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緑や自然やオープンスペースの豊かさ

防災や防犯などの安心さ

子育て環境のよさ

飲食やショッピングの便利さ

近所づきあいのしやすさ

「緑や自然やオープンスペースの豊かさ」が

３５．５％で第４位

「緑や自然やオープンスペースの豊かさ」が

２８．３％で第５位

 
Ｑ７　あなたは、近頃、ご自分やご家族の生活のことで心配ごとや困っていること

がありますか。                                                       （３つまで）
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「環境問題のこと」が１４．８％で第６位
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順

位 
  19 年度（％） 13 年度（％） 13 年度順位 

1 交通・通勤などの便利さ 51.2 48.2 2 

2 周辺の静かさ 48.2 48.4 1 

3 ふだん買い物をする場所の近さ 44.1 43.3 3 

4 緑や自然やオープンスペースの豊かさ 35.5 37.9 4 

5 病院・医院の近さ 29.2 27.4 5 

6 飲食やショッピングの便利さ 20.6 22.9 6 

7 近所づきあいのしやすさ 182 214 7
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特にない
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順

位 
  19 年度（％） 13 年度（％） 13 年度順位 

1 交通・通勤などの便利さ 52.9 44.5 1

2 周辺の静かさ 38.8 33.9 2

3 ふだん買い物をする場所の近さ 36.3 27.1 5

4 病院・医院の近さ 34.0 27.7 4

5 緑や自然やオープンスペースの豊かさ 28.3 29.0 3

6 防災や防犯などの安心さ 24.3 18.6 6

7 子育て環境のよさ 197 163 7
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近隣からの悪臭・騒音

その他

心配ごとや困っていることはない

（ｎ=3698）

順

位 
  19 年度（％） 18 年度（％） 18 年度順位 

1 自分の病気や老後のこと 39.3 37.2 1

2 家族の健康や生活上の問題 33.7 34.8 2

3 犯罪や防犯のこと 24.6 25.0 3

3 景気や生活費のこと 24.6 21.4 4

5 子どもの保育や教育のこと 15.0 18.0 5

6 環境問題のこと 14.8 10.7 8

仕事や職場 と7 近所づきあいのしやすさ 18.2 21.4 7 

8 まちなみなど景観のよさ 13.9 14.9 10 

9 子育て環境のよさ 11.4 16.7 8 

10 図書館、学校など教育・学習環境のよさ 11.2 15.4 9 

11 防災や防犯などの安心さ 10.0 12.1 12 

12 遊びや余暇行動の便利さ 10.0 12.6 11 

  その他 1.2 0.7   

  特にない 5.3 4.4   

  わからない   0.3   

 

7 子育て環境のよさ 19.7 16.3 7

8 飲食やショッピングの便利さ 11.3 10.5 8

9 近所づきあいのしやすさ 11.1 9.6 10

10 図書館、学校など教育・学習環境のよさ 8.5 10.3 9

11 まちなみなど景観のよさ 7.6 7.6 11

12 遊びや余暇行動の便利さ 3.5 4.4 12

  その他 0.7 1.2   

  特にない 1.8 3.3   

  わからない   0.7   

 

7 仕事や職場のこと 12.2 14.5 6

8 事故・災害のこと 11.0 11.5 7

9 住宅のこと 9.0 9.7 9

10 失業・倒産や収入が減ること 8.7 7.9 10

11 近隣からの悪臭・騒音 3.8 3.3 11

12 その他 2.7 1.2 12

  心配ごとや困っていることはない 17.6 18.3   

 



２ 市政への満足度、要望

（１）市政への満足度

「緑の保全と緑化の推進」が１４．５％（６位）で満足度が高い。

「野菜栽培や市民農園などの都市農業の振興」が３．４％（２９

位）で満足度が低い。

（２）市政への要望

「緑の保全と緑化の推進」が２７．８％（６位）と要望が高く、１８年度と

比較して５．７ポイントアップ。

「野菜栽培や市民農園などの都市農業の振興」が７．３％（３０位）で比

較的要望が低い。

７

平成16年度市民意識調査より

満足度と要望のまとめ

平成16年度市民意識調査の満足度と要望のプロットしたもの。

「緑の保全と緑化の推進」の満足度の度合いは変わらないが、

要望の度合いが高まっている。

（３）市政への満足度と要望
順

位 
  19 年度（％） 18 年度（％） 18 年度順位 

1 ごみの分別収集、リサイクル 37.1 34.6 1

2 バス・地下鉄などの便 32.9 31.2 2

3 良質な水の確保や安定供給 16.6 16.8 4

4 公園・動物園の整備 15.8 19.2 3

5 最寄り駅周辺の整備 14.6 15.7 5

6 緑の保全と緑化の推進 14.5 13.5 7

7 通勤・通学・買い物道路や歩道の整備 14.0 13.6 6

8 
地区センターやコミュニティハウスなどの市民利用施設の整

備や市民活動の振興 
13.7 13.2 8

9 幹線道路や高速道路の整備 13.1 12.6 9

10 
高齢者や障がい者が移動しやすい街づくり（駅舎へのエレ

ベーター設置など） 
12.2 10.7 11

11 病院や救急医療など地域医療 10.3 9.4 12

12 
美術館・図書館・区民文化センターなどの整備や市民文化の

振興 
10.0 11.2 10

13 下水道施設整備による身近な川や海などの水質改善 8.0 6.7 17

14 河川改修と水辺環境の整備 8.0 7.2 16

15 身近な住民窓口サービス 6.8 7.3 15

16 港湾機能と市民が親しめるミナトづくり 6.2 9.2 13

17 ごみの不法投棄対策や街の美化 6.0 5.7 19

順

位
  19年度（％） 18 年度（％） 18 年度順位 

1 防犯対策 36.9 37.2 1

2 病院や救急医療など地域医療 33.2 31.5 3

3 高齢者福祉 33.1 29.3 4

4 地震などの災害対策 31.6 33.2 2

5 ごみの不法投棄対策や街の美化 28.7 26.1 6

6 緑の保全と緑化の推進 27.8 22.1 13

7
高齢者や障がい者が移動しやすい街づくり（駅舎へのエ

レベーター設置など） 
26.5 23.6 9

8 違法駐車の防止や交通安全対策 25.1 23.0 10

9 バス・地下鉄などの便 23.9 22.1 12

10 通勤・通学・買い物道路や歩道の整備 23.6 22.2 11

11 学校教育の充実 22.3 24.4 8

12 環境汚染や騒音などへの対策 22.3 19.0 15

13 良質な水の確保や安定供給 22.0 18.3 17

14 最寄り駅周辺の整備 20.5 21.4 14

15 ごみの分別収集、リサイクル 20.2 15.5 20

16 保育など子育て支援や保護を要する児童への援助 20.0 24.9 7

17 商店街の振興 18.5 18.2 18

18 駐車場の整備 184 261 5

「緑の保全と緑化の推進」は、

Ｈ１９調査で、満足度が１４．５％、

要望が２７．８％となり、要望が高

まっている。

Ｇ３０の取組が最も満足度が

高い

17 みの不法投棄対策や街の美化 6.0 5.7 19

18 高齢者福祉 5.8 5.1 21

19 スポーツ・レクリエーションの振興や施設の整備 5.6 5.6 20

20 観光やコンベンション（国際会議やイベント）の振興 5.5 8.7 14

21 仕事や趣味のための市民向け講座など生涯学習の充実 5.2 4.7 22

22 違法駐車の防止や交通安全対策 5.0 3.5 26

23 防犯対策 5.0 4.4 23

24 都心、副都心の整備 4.3 6.0 18

25 広報や広聴、市民相談、情報公開など市民参加の推進 3.9 3.7 25

26 保育など子育て支援や保護を要する児童への援助 3.8 3.2 28

27 駐車場の整備 3.5 2.4 34

28 地震などの災害対策 3.5 4.3 24

29 野菜栽培や市民農園などの都市農業の振興 3.4 3.4 27

30 商店街の振興 3.4 3.0 30

31 学校教育の充実 3.3 2.9 31

32 障がい者福祉 3.0 3.2 29

33 環境汚染や騒音などへの対策 2.5 2.4 35

34 国際交流・協力の推進 2.3 2.8 32

35 食品衛生・環境衛生の監視・指導 2.3 2.7 33

36 訪問販売などに関する消費生活相談 1.4 2.1 36

37 経済的に困っている人の保護 1.3 1.7 37

38 青少年の健全育成 1.3 1.1 39

39 男女共同参画社会の推進、人権問題への対応 1.1 1.0 40

40 中小企業振興や雇用の創出 0.9 0.9 41

41 公的住宅の整備や住宅取得への融資 0.7 1.3 38

18 駐車場の整備 18.4 26.1 5

19 食品衛生・環境衛生の監視・指導 17.9 10.8 26

20 下水道施設整備による身近な川や海などの水質改善 17.2 15.1 21

21 青少年の健全育成 16.1 18.8 16

22 障がい者福祉 15.8 16.1 19

23 身近な住民窓口サービス 15.1 12.3 22

24 河川改修と水辺環境の整備 13.0 12.1 23

25 経済的に困っている人の保護 12.9 11.5 25

26 公園・動物園の整備 12.0 12.0 24

27 中小企業振興や雇用の創出 10.1 10.4 27

28
美術館・図書館・区民文化センターなどの整備や市民文

化の振興 
8.5 7.8 30

29 幹線道路や高速道路の整備 8.4 9.0 28

30 野菜栽培や市民農園などの都市農業の振興 7.3 8.0 29

31 公的住宅の整備や住宅取得への融資 7.0 6.1 34

32 仕事や趣味のための市民向け講座など生涯学習の充実 6.6 6.8 32

33 スポーツ・レクリエーションの振興や施設の整備 6.1 7.7 31

34
地区センターやコミュニティハウスなどの市民利用施設

の整備や市民活動の振興 
6.0 6.6 33

35 訪問販売などに関する消費生活相談 5.9 5.9 35

36 広報や広聴、市民相談、情報公開など市民参加の推進 4.4 4.0 36

37 港湾機能と市民が親しめるミナトづくり 3.4 3.4 37

38 観光やコンベンション（国際会議やイベント）の振興 2.4 2.2 41

39 男女共同参画社会の推進、人権問題への対応 2.4 2.6 40

40 国際交流・協力の推進 23 34 37

公園・動物園は満足度が高く、

要望は中位

「野菜栽培や市民農園など都市農

業の振興」は満足度が低く、要望は

中位

  その他 1.5 2.1   

  わからない 20.8 22.0   

40 国際交流・協力の推進 2.3 3.4 37

41 都心、副都心の整備 1.9 2.8 39

 その他 3.4 3.4   

 わからない 5.8 6.8   



「緑に関する市民意識」【平成１６年度 市民意識調査（特集「身近な自然環境）より】

１ 「自然環境のために何を行っているか」について

・「行動する気が

ない」という回答

はわずか2.0%と

なっている。

３ 「今後行政が力を入れるべきもの」について

・「環境に配慮した

住宅や土地開発

のルールをつくる

こと」が

８

自宅、公園など身近な場所で高いポイン
ト。

里山や水辺は少ない。（3.2%）

なっている。

・実行に移しやす

いと思われる活

動のポイントが

高いと考えられ

る。

（ごみを持ち帰る、

自宅でみどりを

育てるなど）

こと」が

２５．７％（６位）。

・「環境意識の向

上と環境税など、

新たな制度の導

入」は

２．９％（１３位）。

住宅、開発のルールに
ついて。

河川以外の公共施設の
整備に関する選択肢が
無い。

「行動する気はない」はわずか。（2.0%）

平成16年度市民意識調査より２ 「行動の主体」について

・行政主体（「行

政が行うべき」、「行

政が主体となり一

環境税について。

平成16年度市民意識調査より４ 「用地取得のための新たな費用負担」について

政が主体となり

部住民参加」）が

55.7%

・住民主体（「住

民が主体で一部行

政が支援」、「住民

が行うべき」）が

33.8%

・「住民が費用負

担行う」が３８．

９％、「費用負担す

る必要はない」が

３６．８％で同等の

比率である。



NO 事業名 内容
平成22年度の
事業目標

市街化
区域

調整
区域

1
★市民の森の指定拡大
(7-1-2)

　市内の緑地を保全するため、所有者の協力を得なが
ら、散策路などをつくり、市民が憩う場として公開しま

す。【H17末：417ha】

53ha 　○ 　○

2
★水源の森の制度拡充
と指定拡大(7-1-2)

　総合的な浸水対策から保全が必要となる水源の森につ
いて、源流の森として制度を拡充し、指定を拡大しま

す。【H17末：10.5ha】

制度拡充
10ha

　○

3
緑地保存地区の制度拡充
と指定拡大

　市街化区域の貴重な緑地を保全するために、所有者の

協力を得ながら指定する緑地保存地区について、制度を
拡充し、指定を拡大します。【H17末：170.3ha】

制度拡充
12ha

　○

4
★市民と協働による樹林
地の保全(7-2-3)

　日常管理作業に携わる愛護会や森づくりボランティア
団体が安全に作業できるように、樹林地の適正な管理を
計画的に進めます。

推進 　○ 　○

5
近郊緑地保全区域の指定
拡大

　近郊緑地保全区域の指定拡大を行います。
【H17末：755ha】

50ha 　○

★近郊緑地特別保全地区 円海山周辺の豊かな緑を守るため 「近郊緑地特別保

市街化区域 20%

横浜みどりアップ計画（2006-2010）

樹林地の減少

市街化調整区域 66%

９

目標値(H22年度末) 31%以上

現状値(H16年) 31%

達成目標
(成果指標)

緑の総量（緑被率）

6
★近郊緑地特別保全地区
の指定拡大(7-1-2)

円海山周辺の豊かな緑を守るため、「近郊緑地特別保
全地区」として指定します。【H17末：100ha】

120ha 　○

7
★特別緑地保全地区の指
定拡充(7-1-2)

　良好な自然環境を形成している緑地について、特別緑
地保全地区に指定していきます。
【H17末：165ha】

123ha 　○ 　○

8
相続税猶予制度の国家要
望

　樹林地の相続税の猶予制度等について、国に要望を
行ってまいります。

推進 　○ 　○

9

★地区計画における緑地
保全（地区計画緑地保全
条例の制定）(7-1-5)

　良好な居住環境を確保するために必要な樹林地等を地
区計画に位置づけることができるよう、条例を改正しま
す。

条例改正 　○ 　○

10

★土地利用規制と併せた
拠点となる緑地の保全
（7-1-2）

　効果的な規制・誘導手法とあわせて市街化調整区域等

の緑地保全を推進します。 制度運用
　○

11
★市街地の斜面緑地の保
全(7-1-1)

　景観法等と連携した土地利用規制とあわせて、市街化

区域の斜面緑地の保全を推進します。
制度運用 　○

12
★よこはま協働の森基金
の拡充(7-1-1)

　地域住民の発意により、「よこはま協働の森基金」と

地域住民が集めた資金とをあわせて、樹林地を取得しま
す。

推進 　○ 　○

13
寄附受納制度の改正・拡
充

　緑地の寄附受納を推進するため、寄附受納制度の改
正・拡充を行います。

制度改正 　○ 　○

14

★緑の環境整備のための
新たな財源の確保
(7-1-5)

　緑の環境整備に対応するために、新たな財源の確保を
検討します。

　　 新たな
　　 財源確保

　○ 　○

NO 事業名 内容
平成22年度の
事業目標

市街化
区域

調整
区域

1
★市民と農との地産地消
の推進(5-4-1)

  市内産の農畜産物の地産地消を市民・農業者とともに
進めることによって、農を生かした風土を育むととも
に、地域農業の活性化を図り農地を保全します。【H17

末：70戸】

直売ﾈｯﾄﾜｰｸ参加
農家数330戸
全小学校への供

給

　○ 　○

2
★市内産農産物の生産振
興(5-4-2)

　横浜ブランド農産物の育成・増産をはかるとともに、

環境保全型農業に取り組む農業者の認定・支援を進めま
す。【H17末：96人】

認定者数
154人

　○ 　○

【原因】

・維持費

・相続税

・開 発

農地の減少

樹林地の減少

※56ha/年の減少
H22年まで337haの減少

1.契約制度による維

持費の支援

2.区域指定による相

続税の軽減、

相続税猶予制度の

国家要望

3.法制度と併せた

開発規制・誘導

H22年まで368haの制度指定

●市街化区域の山林

保有上の課題として、

相続税などの相続時の

問題や日常の維持・管

理がそれぞれ約25%と

なっています。

●過去５年間で市が買

収した山林の約62％が、

山林所有者の相続に

起因します。

●市街化調整区域の

山林等で年間10ha前

後の許可不要施設等

の開発が行われていま

す。

す。【H17末：96人】

3
★農体験の場の拡充
(5-4-4)

　農体験に対する市民の多様なニーズに対応しながら、
農地の保全を図るため、さまざまな機能や形態を持つ市
民利用型農園の拡充を図ります。

【H17末：20.7ha】

7.6ha 　○ 　○

4
★アグリ・ツアーの開催
(7-1-3)

　地域の農地や農産物、農村環境など、農の魅力に触れ

るウォークラリーの開催を支援し、市民と農業者との協
働による環境活動の育成をすすめます。

６回 　○

5
★農のある地域づくり協
定事業(7-1-3)

   市街化調整区域内等の農地において、農業者と地域
住民との話し合いにより、地域農業の継続に関する協働
の取組を協定としてまとめ、地域と調和した農環境の保

全を図ります。

６件 　○

6
★農業専用地区等の拡大
指定・整備(7-1-3)

  まとまりのある農地を農業専用地区に指定し、農地の

保全と整備を進めるとともに、市民との協働や農地の多
面的機能の発揮を促進します。
  また、制度の拡充を行います。

【H17末：1,011ha】

100ha 　○

7
★農業への新規参入等の
促進(5-4-3)

　多様な主体が農業への新規参入できる条件整備を行
い、法人や市民などによる新規参入等を推進します。

【H17末：４件】

17件 　○

8
相続税猶予制度の
国家要望

　農地の相続税の猶予制度の拡充について、国に要望を

行ってまいります。
推進 　○ 　○

9 宅地化農地の活用
　市街化区域内の農地のうち、生産緑地以外の、いわゆ

る宅地化農地において、市民の農体験ができる場づくり
を検討します。

制度制定 　○

NO 事業名 内容
平成22年度の

事業目標

市街化

区域

調整

区域

民有地の緑化推進

　民有地における緑化を進めるため、普及・啓発、助成
等を充実させます。

○ ○

公共用地の緑化推進

 既存の公共施設において、緑化を拡充します。
○ ○

１５０周年の森の整備

150万本達成

1

★
150万本植樹行動の推進
(7 1 4）

農地の減少

【原因】

・不安定な農業収入

・担い手不足

・相続税

※50ha/年の減少
H22年まで296haの減少

緑

被

率

の

減

少

1.農業振興施策の充

実

2.農業の担い手づくり

3.相続税猶予制度の

拡充と地域指定の

ない農地の保全

H22年まで100haの制度指定

●農業団体からの過

去５か年連続した本市

への施策要望のﾄｯﾌﾟは

相続税・固定資産税等

であり、次いで農業振

興施策となっています。

●販売農家の従事者

の約半数は60才以上と

なってお り、高齢化が

進んでいます。

●市街化区域の宅地

化農地が約36ha/年、

市街化調整区域の地

域指定のない農地が

約15ha/年と減少量が

高くなっています。

　開港１５０周年を記念した森を市民とともに整備しま
す。

完了 ○ ○

イベントの誘致

　全国「みどりの愛護」のつどいを、2009年に誘致しま
す。

イベント誘致 － －

2
★地域緑化の推進
(7-2-2)

　市民、事業者等との協働による地域ぐるみの緑化活動
を、地域の特性に合わせて推進し、緑豊かな街づくりを
展開します。

18か所 ○ ○

　京浜地区において、公共空間・民有地、それぞれの緑
化を、企業・市民・行政の協働によって展開し、未来に

引き継ぐ京浜の森づくりを推進します。

推進 ○

　京浜の森づくり事業の先導的事業として借地公園の整

備を進めます。
9.1ha ○

4
★建築物緑化認定証の交
付（7-1-4）

　建築物を建てる際に、一定率の緑化を行った建築物に
認定・顕彰する制度を創設・運用します。

　　 制度制定
　　 ・運用

○ ○

5
★地区計画における緑化
の拡充（7-1-5）

　地区計画において、緑化率を定められるよう条例を改
正します。

条例改正 ○ ○

6
★緑化地域の指定
（7-1-5）

　建築物を建てる際に、一定率の緑化を義務化する緑化
地域を指定します。

指定 ○

身近な公園の拡充整備
　１小学校区に最低１か所の近隣公園・２か所の街区公

園があるよう整備します。(7-2-4)
【H17末：近隣　154校／街区　285校】

不足学区解消
（全小学校
349校）

○ ○

スポーツができる公園の拡充整備
　各区のスポーツ需要に応じて、スポーツができる公園
を拡充整備します。(3-3-4)

6ha（1箇所1ha
程度を想定）

○ ○

やさしさを見つける公園整備
　福祉施設など、特定施設と一体化した公園の整備を推
進します。(7-1-1)

整備推進 ○ ○

8
★水辺環境の整備
(7-2-4)

　せせらぎ緑道也川辺の散歩道、水辺拠点の整備などに
より、身近な水辺環境を整備します。

【H17末：63.6km】

10.2km
６拠点の整備

○ ○

★公園の整備拡充
7

3

★
京浜の森づくり事業
(7-2-2)

(7-1-4）

宅地の増加

1.緑化への意識啓発

市民行動の推進

2.地域緑化の推進

3.緑化制度の活用

※98ha/年の増加
H22年まで588haの増加

●宅地は、過去平均で

98ha/年、増加しており

ます。この傾向から推

計すると平成22(2010)

年度までに、約588haの

宅地が増加すると予測

されます。

●人口も引き続き緩や

かな増加傾向であり、

人口増と連動した宅地

の供給源として、農地・

樹林地が減少していく

状況にあると考えられ

ます。

★は中期計画計上事業　（）は計画書記載場所

9
★（仮称）杉田臨海緑地
の整備(7-2-4)

　市民が海を身近に感じることのできる憩いの空間とし
て（仮称）杉田臨海緑地を整備します。

供用 ○

10
★開港150周年記念拠点の
整備(7-2-1)

　よこはま動物園ズーラシアの未整備地区を活用し、開
港１５０周年記念イベント(ヒルサイドステージ)の会場

となる拠点を整備します。

一部供用 － －

11
★新治の森づくり事業
(7-2-1)

　北の森の拠点となる、緑区新治の緑地や農地を一体的
に保全し、市民が里山の自然環境を楽しみ、体験、学

習、交流する場として整備します。

事業中 ○

12
★返還跡地の活用検討
(7-2-1)

　米軍施設の返還跡地について、地域の状況に応じて農

業振興、公園整備等を行います。
活用中 ○ ○

ます。

※減少量・増加量は、平成９年度から平成１６



「緑施策の重点取組について」（提言骨子案）
＜背景＞

①横浜市水と緑の基本計画の策定（Ｈ１８．１２）
・横浜市基本構想「長期ビジョン」を踏まえ、水・緑環境の保全と創造に関する施策

を総合的かつ効果的に推進する基本計画を策定した。

・本計画では、２０年後の将来像「水と緑の回廊形成」を６つの姿で描き、横浜らしい

水・緑環境を市民・事業者・行政の連携・協働により実現することとしている。

②中期計画（２００６－２０１０）での重点施策の展開
・中期計画のリーディングプロジェクトとして「横浜みどりアップ計画」

＜重点取組の方向性＞

保全の緑まとまった大拠点等１０①
【取組の必要性】

横浜市郊外に広がる調整区域の緑、特に緑の七大拠点、河川沿い農地・樹林地の広がり

等、まとまりのある緑の拠点（10大拠点）の樹林地・農地は、谷戸や里山等の景観を有し、市

民の憩い・活動の場となるとともに、生物多様性確保や安全・新鮮な食料生産の場、さらに

は防災上の重要な空間となっている。

また、地球温暖化対策に向けたＣＯ₂吸収源、クールアイランド、自然と共生した里山ライフ

の活動の場として保全すべき重要な緑の拠点である。

＜重点取組（案）＞

農地保全の推進

①農地保全のための支援策充実

②農業の担い手づくり

＜重点取組検討の視点＞

①今ある緑を最大限にまもる

・維持管理の負担軽減

市民・事業者の協働による

管理・運営・経営

担い手づくり

・相続時等の対応策

・緑を保全活用する新たな土地経営

最終的な担保 段 土

１０資料２環境創造審議会第3回緑化推進部会（2007.9.5）資料

を位置づけ、緑の総量の維持・向上を図っていくこととして、重点施策を位置づけ

た。

・財政分野では、「緑の環境整備のための財源確保」、「新たな税検討」を位置づけ

ている。

③調整区域のあり方検討
・都市計画法の改正等に伴い、緑の維持と再生上 決定的な影響を持つ市街化調

整区域（市域の２５％）における土地利用の見直しが必要となった。

・調整区域のあり方検討委員会答申（Ｈ１９．２）が提出され、これを踏まえた本市取

組方針を早期に定める必要がある。

④地球温暖化対策に向けた重点取組の展開
・ＩＰＣＣ第４次報告書（Ｈ19.2）、２１世紀環境立国戦略（H19.6閣議決定）を受け、

「環境行動都市・横浜」として、中長期的な視点に立ち、社会システムの変革をも

視野に入れた斬新で思い切った地球温暖化対策を打ち出す必要。

・これを踏まえ、緑の持つＣＯ２吸収源としての機能や、ヒートアイランド抑制機能を

多

【ＤＡＴＡ等】別添：資料２－①

【重点取組の考え方】

調整区域の土地利用規制とあわせて、緑保全のために、土地所有者が持続的に所有でき

る仕組みづくり（維持管理の負担軽減等）を推進するとともに、土地所有者の状況に応じた相続

時の対応メニューを拡大する。

保全の緑の②市街化区域
【取組の必要性】

市街地の中に残る貴重な緑である「斜面緑地」は、横浜の地形的な特徴を象徴するもので

あり、市民生活や都市活動に身近なところで都市空間に安らぎや潤いをもたらす重要な景

観要素である。

【ＤＡＴＡ等】別添：資料２－②

斜面緑地等の保全の推進

樹林地保全の推進

③土地利用規制とあわせた

土地所有者への支援

④相続時等対応ﾒﾆｭｰ拡大

④相続時等対応ﾒﾆｭｰ拡大

③土地利用規制とあわせた

土地所有者への支援

・最終的な担保手段としての土地の買入れ

②地球温暖化対策を含めた

緑の多面的な機能を踏まえた

重点的な取組の推進

・ＣＯ２吸収源

・ヒートアイランド現象の緩和

・低炭素社会の実現に向けた緑の活用

（里山に学ぶライフスタイル）

・その他

はじめ、緑の持つ多面的な機能に着目した重点的な取組を展開していくことが

求められている。

＜現状と課題＞

①緑を守っている土地所有者の負担
維持管理や相続等に伴う樹林地等の土地利用転換に対応するため、一定の規制と

【重点取組の考え方】

景観法等の土地利用規制とあわせて、緑保全のために、土地所有者が持続的に所有でき

る仕組みづくり（維持管理の負担軽減等）を推進するとともに、緑地の重要性に応じて土地利用

の変化や相続時の対応メニューを拡大する。

【財源確保の考え方】

推進の緑化の③中心市街地（都心部）
【取組の必要性】

緑被率の少ない中心市街地（都心部）において、屋上等の建築物緑化、クールスポットや

風の道形成など、環境の質の向上を目指した緑化（環境緑化）を進め、街の魅力と快適性

を高める必要がある。

【ＤＡＴＡ等】別添：資料２－③

【重点取組 考え方】

＜本提言の位置づけ＞

本提言は、横浜市基本構想（長期ビジョン）や横浜市水と緑の基本計画

で描いた２０年後の将来像を実現するとともに、地球温暖化対策や緑の環

境整備のための財源確保等、緑を取り巻く諸情勢に対応するため、今後、

新規・拡充施策として取り組むべき重点取組の方向性をとりまとめるもので

ある。

緑の価値向上

環境緑化の推進

⑤協働の森基金の拡充

⑥まちづくり事業との連携

⑦高レベル管理による

市民満足度 プ

③緑の効果と機能を活かした、

市民生活の質の向上と

市民との関わりの推進

・市民の憩い、活動の場づくり

（自然とのふれあい、レクリエーション）

・生物の多様性確保

・安全・新鮮な食料生産

・防災

④「市民共有の財産」としての

理解を広める
維持管理や相続等に伴う樹林地等の土地利用転換に対応するため、 定の規制と

併せた土地所有者への支援策が必要。

②地球温暖化対策に向けた緑施策の役割の発揮
これまで、緑の総量確保を目的としていたが、深刻化する地球温暖化対策やヒートア

イランド対策等の実効性ある取組が求められている。

③市民共有の財産としての理解促進と

一定の市民負担の必要性
市域に残された緑が市民共有の財産との前提から、緑を保全している土地所有者の

負担とそこから受ける恩恵を整理し、受益のバランスを考慮した対応策が必要となって

いる。

④緑の環境整備のための財源確保の必要性
厳しい財政状況の中で、今回、新規・拡充して実施する重点取組の財源等について

は、市民・事業者・行政の役割分担を整理した上で、必要な財源確保策を検討すると

ともに 財源を再配分する新たな仕組みが必要である

運営・維持管理の④樹林地等
【取組の必要性】

樹林地保全のために土地所有者の維持管理の負担を軽減するとともに、「市民共有の財

産」として質の高い管理により緑の価値を高め、市民利用の促進を図ることにより、市民満

足度の向上を図る必要がある。

【ＤＡＴＡ等】別添：資料２－④

【重点取組の考え方】

緑の質の向上や安全確保（防災、市民利用）のために必要な高レベルの樹林地管理を実施

するとともに、次世代を担うこどもたちの自然体験の機会を拡大するプログラムの実施、間伐

【重点取組の考え方】

１５０万本植樹行動など市民と連携した取組を進めるとともに、都市（再）開発事業等、ま

ちづくり事業と連携した取組を推進する。

市民満足度アップ

⑧自然体験教育、人材育成の充実

⑨緑の資源循環の推進

・市民に分かりやすく伝える

シンプルでわかりやすいネーミング

シミュレーションで定量的に把握する

取組の効果を数字で示す

（ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ、風の道 等）

・市民の参加意識の醸成

１５０万本植樹行動等を契機とした

環境行動の推進

市民・事業者へのＰＲ推進

⑤地域（流域）の特徴やニーズ

に基づいた施策の推進

・景観や水循環に寄与する緑など、

＜財源確保につながる視点＞

①市民に広く共感される

②効果を明確に示すことができる

③市民がメリットを実感できる
ともに、財源を再配分する新たな仕組みが必要である。 材を利用した緑の資源循環など、里山の価値を見直し活用する。

【財源確保の考え方】

地域毎の特徴や住民ニーズを捉える

・地域を特定した総合化・重点化
④先進的な横浜らしい取組である



市街化調整区域面積：約１０，５００ｈａ（２４％）

調整区域の緑被率 ６６％（約６ ９００ｈａ）

■10大拠点等まとまった緑の保全

市街化調整区域の緑被（樹林地・農地・草地）の分布図 １ 市街化調整区域の緑の保全状況

（１）樹林地の保全状況

市街化調整区域内の樹林地：約２，０００ｈａ（※平成１５年度土地利用現況調査より） 
保全施策を講じている樹林地 保全施策のない樹林地 １８ha/年

資料２－①

※詳細データについては、現在精査中

※詳細データについては、現在精査中

調整区域の緑被率 ６６％（約６，９００ｈａ）

＜内訳＞

樹林地 ３４％（約３，５００ｈａ）

農地 ２２％（約２，３００ｈａ）

草地 １０％（約１，１００ｈａ）
（２）農地の保全状況

市街化調整区域内の農地：約２，６００ｈａ（※平成１５年度土地利用現況調査より）

２ 土地利用規制とあわせた緑の保全（調整区域あり方答申より）

保全施策を講じている樹林地 保全施策のない樹林地
約７００ｈａ 約１，３００ｈａ

特別緑地保全地区、市民の
森、源流の森、保安林等

 
　保全施策を講じている農地 　　保全施策のない農地

約１，５００ｈａ 約１，１００ｈａ

農用地区域、農業専用地区

減少

１５ha/年

減少

緑の七大拠点

河川沿いのまとまりのある

農地・樹林地の拠点

市街地を望む

七つの丘の軸

３ 自然環境の保全・創出への市民の関心

「横浜市環境管理計画に関する意識・実態」（平成

17年２月）の結果から、「水緑豊かな自然環境の保

全・創出」が最も関心の高い問題としてあげられて

います。

(%)



市街化区域面積：約３３，０００ｈａ（７６％）

市街化区域の緑被率 ２０％（約６，６００ｈａ）

＜内訳＞

■市街化区域の緑の保全

市街化区域内の緑被（樹林地・農地・草地）の分布図 １ 市街化区域の緑の保全状況

（１）樹林地の保全状況

市街化区域内の樹林地：約１，３５０ｈａ

（※平成１５年度土地利用現況調査より） 
保全施策を 保全施策 な 樹林地

資料２－②

※詳細データについては、現在精査中

※詳細デ タについては 現在精査中

＜内訳＞

樹林地 １３％（約４，３００ｈａ）

農地 ２％（約 ６００ｈａ）

草地 ５％（約１，７００ｈａ）

（２）農地の保全状況

市街化区域内の農地：約８００ｈａ

（※平成１５年度土地利用現況調査より）

保全施策を 保全施策のない樹林地
　講じている樹林地

約３５０ｈａ 　　　約１，０００ｈａ

特別緑地保全地区、市民の
森、ふれあいの樹林、保安
林、緑地保存地区　等

 
　保全施策を 　保全施策のない
　講じている農地 　農地

約３５０ｈａ 約４５０ｈａ

生産緑地

景観法に基づく制限のイメージ

３８ha/年

減少

３６ha/年

減少

①開発区域に一定の

高低差がある場合、

擁壁高さを制限

［擁壁高さ：1.5mを

超える範囲］

②良好な斜面景観を形成するための緑化

［緑化：60%を超えない範囲］

※［ ］内は規定

できる範囲

開発区域

一
定
の
高
低
差

現況地盤

高さ規制

※詳細データについては、現在精査中

斜面地における開発メリットの低下による緑地保全、

景観上・住環境上良好な開発への誘導を図るために、

景観法と連携し、斜面地における戸建て住宅開発の基

準を強化。

また、規制とあわせた土地所有者への支援策、緑地

指定の推進。

２ 身近な斜面緑地の景観・緑保全施策
【具体的には？】

景観法に基づく全市景観計画に開発行為に対する

①擁壁高さ ②緑地面積 ③敷地面積

の制限を位置付けます。

更に、その3つの制限を、都市計画法に基づく条例（開発

事業調整条例）に規定し、開発許可基準とします。

３ 身近な緑に対する市民意識

緑の七大拠点

（１）住んでいる近くにある水や緑の環境の中で、

「快適」「心地よい」と感じる空間はどこか
（平成17年度「水と緑の環境に関するアンケート」より）

（２）身近な場所にどのような水と緑の空間が

あったらよいと思うか

（平成17年度「水と緑の環境に関するアンケート」より上位６位を抜粋）

③敷地面積の制限

［最低敷地面積：300㎡を超えない範囲］

河川沿いのまとまりのある

農地・樹林地の拠点

市街地を望む

七つの丘の軸

海を望む丘の軸

(%) (%)

（３）樹林地取得費用に対する市民の負担の意向 （平成13年度「緑政局事業に関わる市民意識調査」より）

一部負担する

必要がある

11%

多少なら負担し

ても良い 41%

負担の必要は

ない31%

わからない 11%無回答 6%わからない 11%無回答 6%



積面域区部心都 約１ ００３ ｈ

■■中中心心市市街街地地のの緑緑化化のの推推進進

例例：：都都心心部部のの水水緑緑づづくくりり対対象象エエリリアアににおおけけるる

緑緑被被（（樹樹林林地地・・農農地地・・草草地地））のの分分布布状状況況

１１ 施施策策のの考考ええ方方

都都心心部部はは、、商商業業系系地地域域のの土土地地利利用用のの比比率率がが高高いいたためめ、、商商業業系系地地域域ににおおけけるる緑緑化化誘誘導導がが緑緑被被率率のの向向上上ののポポイインントトとと

ななっってていいるる。。都都心心部部のの商商業業系系地地域域はは、、横横浜浜のの代代表表的的なな観観光光ススポポッットトでであありり、、ままたた、、ﾋﾋｰーﾄﾄｱｱｲｲﾗﾗﾝﾝﾄﾄﾞ゙現現象象がが顕顕著著なな区区域域ででもも

ああるるたためめ、、景景観観面面やや気気候候緩緩和和面面でで、、機機能能性性のの高高いい環環境境にに配配慮慮ししたた緑緑化化のの誘誘導導がが求求めめらられれるる。。

資資料料２２－－③③

積面域区部心都 ：約１， ００３ ｈａ

）ａｈ０５１約（％２１率被緑の部心都

＞訳内＜

）ａｈ０９約（％７地林樹

）ａｈ０約（％０地農

）ａｈ０６約（％５地草
２２ 施施策策のの内内容容

施施策策 内内容容 対対応応状状況況

導指化緑るよに例条存既　１
づ基に例条存既、し際に業事発開や為行築建　

う行を議協ていつに化緑の率定一、き
中行施　

率化緑るけおに画計区地　２

定指の　　

おに画計区地りよに正改の法地緑市都の年61H　
、めたたっなにうよる来出が事るめ定を率化緑、てい
、はに時定策の画計区地う伴に等業事発開、後今

。くいてし導誘うよるめ定を率化緑

定指ていおに画計区地の区地仲北に月２１年91H　
中討検を

地空開公 の 率化緑 の 化強 や ﾄﾝﾗｲｱﾄﾋ ﾞに資す
に度制計設境環地街市　３

導誘の化緑るよ　　

るけおに地空開公、りよに用活の度制境環化街市　
くいてし導誘を化緑上屋、や化緑

地空開公 の 率化緑 の 化強 や、ﾋｰ にﾄﾝﾗｲｱﾄ 資す
なとこるす入算に地空開公合割定一を化緑上屋る

中正改度制ていつにど

化緑的先率の設施共公　４
を化緑な的先率るなと本見、ていおに物築建共公　

るす施実
行樹植本万０５１　 化緑、で設施共公、せわ合と動

中討検を得取ﾙﾞﾍﾗ定認

実充の度制成助・策遇優　５
を成助や遇優、合場たっ行を化緑の上以率定一　

るせさ実充を度制るれらけ受

度制定認画計備整設施化緑の存既、でまれこ　
実充のどな）市（度制成助化緑上屋や設創の）国（
るす討検を策遇優なた新にらさ。るいてきてっ行を

化緑・証定認化緑物築建　６

及普のﾙﾞﾍﾗ定認　　

認が市、ていつに物築建たっ行を化緑の率定一　
。るす彰顕、し行発をﾙﾞﾍﾗ・証定

いつに加付のブィテンセンイ後今、化度制に月６　
う行を討検て

討検定指の道の風　７
導誘業事のどな化緑、し定指に的体具を道の風　

う行を
中想構　

討検用活の度制域地化緑　８
緑るけづ務義を化緑に際の築増・築新の物築建　

域地化 の 用活 を 討検 るす

もい薄の果効ていおに域地系業商、はで度制現　
度制てし携連と市都定指令政、めたるいてっなとの

部心都

丘むぞのを海

区地12MM

造改大口西駅浜横

アリエ象対

域地化 の 用活 を 討検 るす
るいてし望要を正改

身身近近なな緑緑のの印印象象ににつついいてて
るす関に境環の緑と水「度年71成平（

）粋抜りよ」トーケンア

３３ 都都心心部部のの緑緑にに対対すするる市市民民意意識識



■樹林地等の維持管理・運営

１ 市による管理対象の樹林の面積と事業費 ２ 樹林地をまもる市民活動

【管理に掛かる費用は？】
【活動の場】

資料２－④

（１） よこはま自然観察の森（金沢区）

３ 自然体験教育、人材育成の充実

【管 掛 費 】

樹林地の年間管理費はH18年

において228千円/ha程度となっ

ています。

樹林地の管理には下草刈り、

間伐等の作業が必要であり、良

好な樹林地の維持には年間管

理費約5,000千円/ha（スギ林の

例）と試算されています。

（試算：横浜市環境創造局）

【活動の場】

市民活動の場は年々増加傾向にあります。樹林地の整備を行うことでより多くの市
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【市管理対象樹林の面積と管理費の推移】

【市管理対象樹林とは？】
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【市民活動の状況】

か所数 参加概数

市民の森 愛護会 25
８５５名

（会員数）
散策路、広場の清掃・草刈
整備計画づくり

ふれあいの樹林 愛護会 15
７４９名

（会員数）
管理活動、巣箱設置などのふれあい活動

森づくりボランティア
団体登録

一般公募 30 １４８８名 樹林地の保全活動

平成１６年度活動状況
活動内容

形態
名称等

市民参加の場

（１） よこはま自然観察の森（金沢区）

自然観察や学習指導、自然環境の調査研究、自然保護活動

の育成・指導などを行っています。（年間利用者約38,000人）

（２） 市民による里山育成事業

市民の森等で活動する「森作りボランティア団体」や「市民の森

愛護会」の活動を支援するために、研修会等の開催、アドバイ

２ 市民が利用するための樹林地の管理

手入れがされていない 手入れがされている 緑のリサイクル事業

「緑のリサイクルプラント（ズーラシア

動物園となり）」では公園・街路樹から発

４ 緑の資源循環の推進

【再資源化の現状】

市内で発生している推定20,000トンの剪定枝

は現在12 000トンが再資源化され 8 000トンが　

５ 山林を保有し続けることの負担

手入れがされていない

相続問題,

26%

日常の維持・

管理, 24%

税金の負担, 

20%

不法投棄,

15%

隣接トラ

ブル, 11% 他, 4%
【市街化区域内山林の保有上の課題】

【樹林地の管理】

過去に人為的な管理がされた樹林地は放置すると、内に入ることが出来ないほど

草木が生い茂ってしまいがちです。また、CO2の吸収・固定、生物生息環境、水循

【保有上の課題】

山林を保有する市民へのアンケートの

結果からは山林を保有し続けるためには

相続問題についで日常の維持管理が課

題となっています。

手入れがされている

動物園 なり）」 公園 街路樹 発

生する剪定枝などを再資源化し、たい

肥とチップ材を製造しています。

横浜市の緑地施策に関するアンケートより（H19.3実施）

は現在12,000トンが再資源化され、8,000トンが

焼却処分されています。


